
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

三
號

卒
成
元
年
十
二
月

法
然
上
人
二
十
五
霊
場

の
改
定

に
つ
い
て

山

本

博

子

一

法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
巡
拝
は
、
五
百
五
十
年
遠
忌
を
契
機
と
し

(
1
)

て
江
戸
時
代
に
始
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
十
五
霊
場
の
制
定
は
霊

沢
撰

『円
光
大
師
二
十
五
箇
所
案
内
記
』
(明
和
三
年
刊
)
に
始
ま
り
、

そ
れ
以
後
数
回
に
わ
た
っ
て
霊
場
の
二
部
が
改
め
ら
れ
、
現
在
に
至

っ

て
い
る
。
本
稿
は
、
明
治
以
降
、

大
正

・
昭
和
期
の
改
定
に
至
る
経
緯

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二

霊
沢
撰

『円
光
大
師
二
十
五
箇
所
案
内
記
』
に
お
け
る
二
十
五
霊
場

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
(
1
)
美
作

誕
生
寺
(
2
)讃
岐
(
3
)法
然
寺

(
4
)
播
磨

十
輪
寺
(
4
)尼

ケ
崎

如
来
院
(
5
)勝
尾
寺

二
階
堂
(
6
)

四
天
王
寺

念
仏
堂
(
7
)大
阪

一
心
寺
(
8
)大
川

報
恩
講
寺
(
9
)

当
麻

奥
之
院
(
1
0
)香久
山

法
然
寺
(
1
1
)
東
大
寺

竜
松
院
(
1
2
)
伊

勢

欣
浄
寺
(
1
3
)
清
水

滝
山
寺
(
1
4
)小松
谷

正
林
寺
(
1
5
)
伏
見

源
空
寺
(
1
6
)
粟
生

光
明
寺
(
1
7
)
嵯
峨

二
尊
院
(
1
8
)
清
滝

月
輪
寺

(
1
9
)

京
寺
町

法
然
寺
(
2
0
)
京
寺
町

誓
願
寺
(
2
1
)
大
原

勝
林
寺
(
2
1
)

百
万
遍

知
恩
寺
(
2
3
)
京
寺
町

清
浄
華
院
(
2
4
)
黒
谷

金
戒
光
明
寺

(
2
5

)
総
本
山
知
恩
院
。
こ
れ
ら
の
内
八
ケ
所
が
、
(
3
)
播
磨

十
輪
寺
↓
室

津

浄
雲
寺
(
6
)四
天
王
寺

念
仏
堂
↓
兵
庫

名
号
石
(
8
)大
川

報
恩
講
寺
↓
高
野
山

円
光
大
師
御
廟
(
1
1
)
東
大
寺

竜
松
院
↓
奈
良

大
仏
殿
(
1
7
)
嵯
峨

二
尊
院
↓
嵯
峨

釈
迦
堂
(
1
8
)
清
滝

月
輪
寺
↓

太
秦

西
光
寺
(
1
9
)
京
寺
町

法
然
寺
↓
鹿
ケ
谷

法
然
院
(
2
0
)
京
寺

町

誓
願
寺
↓
比
叡
山

報
恩
蔵
、
の
よ
う
に
大
正
十
二
年
に
改
め
ら

れ
た
。

ま
ず
、
こ
の
大
正
年
間
の
改
定
に
至
る
経
過
を
追
い
た
い
。
二
十
五

霊
場
の
改
定
に
つ
い
て
、
最
初
に
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
が
松
隠

(2
)

居
な
る
人
物
で
あ
る
。
明
治
三
十
四
年
九
月
発
行
の

『宗
粋
雑
誌
』
に

お
い
て
彼
は
、
十
年
後
の
宗
祖
大
師
七
百
年
御
遠
忌
を
目
前

に

ひ

か

え
、

二
十
五
霊
場
の
巡
拝
を
奨
励
す
る
と
共
に
、
従
来

の
霊
場
は
霊
沢

が
大
阪
等
の
信
者
と
共
に
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
祖
意
に
叶
わ
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ず
む
し
ろ
人
意
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
数
も
特
に
二
十
五

ケ
所
に
限
る
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
霊

場

の

内
、
不
適
当
な
遺
跡
が
あ
る
と
し
て
、
(
3
)
十
輪
寺
(
4
)如
来
院
(
7
)
三

心
寺
(
8
)報
恩
講
寺
(
1
0
)
法
然
寺
(
1
2
)
欣
浄
寺
(
1
5
)
源
空
寺
(
1
8
)月輪

寺
(
1
9
)
法
然
寺
(
2
0
)
誓
願
寺
を
あ
げ
て
い
る
。
逆
に
、
宗
史
上
確
実
な

遺
跡
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
省
か
れ
た
所
と
し
て
、
美
作
菩
提
寺

・

洛
東
蓮
華

王
院

・
霊
山
寺

・
引
導
寺

・
嵯
峨
清
涼
寺

・
太
秦
西
光
寺

・

西
塔
黒
谷

・
丹
後
本
願
寺
を
あ
げ
霊
場
改
定

の
必
要
性
を
説

い

て

い

る
。
詠
歌

に
つ
い
て
も
、
宗
祖
の
御
詠
以
外
の
も
の
で
随
分
変
調
な
も

の
が
あ
る
と
し
て
、

四
番

・
十
番

・
十
七
番
な
ど
を
例
に
あ
げ
、

必
ず

し
も
御
遺
跡
に
詠
歌
が
必
要
で
は
な
い
か
ら
や
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
、
こ
れ
も
又
、
改
定
の
理
由
の

二
つ
に
あ
げ
て
い
る
。
以
上
の
理

由
か
ら
霊
場
改
定
を
主
張
す
る
と
共
に
、
そ
の
巡
拝
を
奨

励

し

て

い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
霊
沢
の
霊
場
選
定

の
功
績
は
、
百
五
十
年
来
、

宗
祖
巡
拝
を
僧
俗
に
知
ら
し
め
た
点
に
お
い
て
大
き
く
、
霊
場
を
改
定

す
る
の
は
是
非
な
き
次
第
で
霊
沢
も
決
し
て
不
服
を
唱
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
と
締
め
く
く

っ
て
い
る
。

次
に
明
治
三
十
八
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
、
川
合
梁
定
師
が
霊

場
改
定
に

つ
い
て

『
浄
土
教
報
』
に
そ
の
意
見
を
述

べ

て

い

る
。
即

ち
、
明
治
三
十
八
年
六
月
二
十
六
日
付

(六
四
九
号
)
・
七
月
三
日
付
(六

五
〇
号
)
・
七
月
十
日
付
(六
五
三
号
)
・
七
月
二
十
四
日
付
(六
五
三
号
)
・

八
月
七
日
付

(六
五
五
号
)
に
、
「
宗
祖
遺
跡
に
就
て
」
と
題
し
改

定

の

必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
六
月
二
十
六
日
付
で
は
、
二
十
五
霊
場
の
巡

拝
者
が
少
な
い
理
由
と
し
て
僧
侶
が
そ
れ
を
奨

励
し
な
い
た
め
で
あ
る

と
き
び
し
く
非
難
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
霊
沢

の
案
内
記
刊
行
を
賞
賛

し
つ
つ
も
、
確
実
な
史
伝
記
録
等
に
照
ら
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
寺
域
の
大
小

・
道
路
の
便
否
等
を
も

っ
て
取
捨
し
た
も
の
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
七
月
三
日

・
十
日

・
二
十
四
日
付
の
記
事

に
お
い
て
は
、
霊
沢
選
の
二
十
五
霊
場
の
可
否
を
霊
場
ご
と
に
論
じ
、

こ
れ
ら
の
内
宗
史
に
照
ら
し
て
確
実
な
も
の
は
、
(
1
)
誕
生
寺
(
2
)法
然

・

寺
(
5
)勝
尾
寺
(
1
1
)
竜
松
院
(
1
3
)
滝
山
寺
(
1
4
)正林
寺
(
1
6
)
光
明
寺

(
1
7

)
二
尊
院
(
2
1
)
勝
林
寺
(
2
2
)百
万
遍
(
2
5
)
知
恩
院

の
わ
ず
か
十

一
ケ
所

で
あ

っ
て
、
他

の
十
四
ケ
所
は
疑
う
べ
き
余
地
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

美
作
菩
提
寺

・
叡
山
黒
谷

・
嵯
峨
清
涼
寺

・
太
秦
来
迎
房

・
京
都
蓮
華

王
院

・
八
坂
引
導
寺
な
ど
が
宗
史
上
確
実
な
遺
跡
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
濡
れ
て
い
る
の
は
遺
憾

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
八
月
七
日
付
の

記
事
で
は
、
遺
跡
を
選
定
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
法
然
上
人
行
状
絵
図

(以
下
、
四
十
八
巻
伝
と
す
る
)
記
載
の
御
足
跡
で
あ
る
遺
跡
、
九

巻

伝

・
十
巻
伝

・
正
源
明
義
抄
等
諸
伝
の
異
説

に
よ
る
遺
跡
、

口
碑
或
は
寺

伝
地
理
に
よ

っ
て
、
又
は
遺
物
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
遺
跡
と

認
め
ら
れ
る
場
所
な
ど
を
諸
伝
の
記
載
に
つ
い
て
公
平
に
真
偽
軽
重
を

判
断
す
る
べ
き

で
、
寺
域
の
大
小

・
交
通
の
便
不
便
等
に
よ
っ
て
取
捨

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
宗
祖
遺
跡
巡
拝

案
内
記
編
輯
の
志
が
あ
る
旨
記
し
て
い
る
。
川
合
師
は

『浄
土
教
報
』

法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
改
定
に
つ
い
て
 (山

本
)
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法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
改
定
に
つ
い
て

(山

本
)

(3
)

明
治
三
十
九
年
九
月
二
十
四
日
付
の
記
事
に
、
現
在
着
手
中
の
巡
拝
案

内
記
の
途
中
経
過
報
告
と
し
て
、
四
十
八
巻
伝
記
載
の
遺
跡

で
あ
る
本

宗
寺
院
十
ニ
ケ
寺
、

同
じ
く
他
宗
派
寺
院
十
ニ
ケ
寺
、

四
十
八
巻
伝
以

外
の
記
録
及
び
伝
記

の
遺
跡
で
あ
る
本
宗
寺
院
二
十
八
ケ
寺
、

同
じ
く

他
宗
派
寺
院
五
ケ
寺
、
霊
像
及
び
遺
物
等
を
安
置
し
て
い
る
本
宗
寺
院

十
三
ケ
寺
、
同
じ
く
他
宗
派
寺
院
ニ
ケ
所
、
不
分
明
な
遺
跡
十
三
ケ
所

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
明
治
四
十

三
年
三
月
に
宗

粋

社

よ

り

『
宗
祖
大
師
遺
跡
霊
場
案
内
記
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、

二
府
十

三
県
十
七
ケ
国
に
わ
た
り
六
十
ケ
所

の
遺
跡
霊
場
と
そ
の
沿
道

に
お
い
て
四
十
五
ケ
所
の
縁
故
地
及
び
遺
物
安
置
所
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
内
六
十
六
ケ
所
の
遺
跡
霊
場
を
記
す
と
、
知
恩
院

・
光
照
寺

・
大
本
山
黒
谷

・
法
然
院

・
大
本
山
百
万
遍

・
大
本
山
清
浄
華
院

・
青

龍
寺

・
滝
山
寺

・
小
松
谷
御
房

・
蓮
華
王
院

・
(寺
町
)
法
然
寺

・
誓
願

寺

・
清
涼
寺

・
二
尊
院

・
(太
秦
)
西
光
寺

・
黒
谷
青
龍
寺

・
勝
林
院

・

源
空
寺

・
三
念
寺

・
光
明
寺

・
二
階
堂

・
源
光
寺

・
三
心
寺

・
念
仏
堂

.見
性
寺

・
三
運
寺

・
西
明
寺

・
如

来

院

・
阿
弥
陀
寺

・
薬

仙

寺

・

(丹
後
)
本
願
寺

・
十
輪
寺

・
浄
運
寺

・
誕
生
寺

・
菩
提
寺

・
(讃
岐
)
法

然
寺

・
西
光
寺

・
西
念
寺

・
来
迎
寺

・
専
称
寺

・
(生
口
島
)
法
然
寺

・

光
明
院
報
恩
講
寺

・
(紀
伊
)
法
然
寺

・
高
野

御
廟

所

・
熊
谷
寺

・
(大

谷
)
往
生
院

・
(大
和
)
法
然
寺

・
大
仏
殿

・
指
図
堂

・
(近
江
)
称
名
寺

・
欣
浄
寺

・
樹
敬
寺

・
(尾
張
)
極
楽
寺

・
(三
河
)
源
空
寺

・
(遠
江
)
西

伝
寺

・
(遠
江
)
応
声
院

・
正
信
坊

・
西
方
寺

・
往
生
院
で
あ
る
。

更
に
川
合
師
は
、
明
治
四
十
三
年
九
月
十
二
日
付
の

『
浄
土
教
報
付

(
4
)

録
』
に
お
い
て
霊
場
の
選
定
に
関
し
て
二
つ
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
、
十
八
番
の
月
輪
寺
を
除
い
て
叡
山
黒
谷
に
改
め
る
べ
き
こ
と
、

そ
し
て
、
讃
岐
国
巡
拝

の
時

に
は
必
ず
御
左
遷
地
で
あ
る
小
松
庄
を
巡

拝
す
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
上
、
同
年
十

二
月
に
は
、
他
宗
寺

院
に
あ
る
宗
祖
遺
跡
に
お
い
て
宗
祖
の
七
百
年
御
忌
を
執
行
す
る
こ
と

(5
)

を
望
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
三
十
四
年
か
ら
四
十
三
年
ま
で
、
松
隠
居
及
び
川

合
師
の
両
氏
に
よ
っ
て
二
十
五
霊
場
の
改
定
に
関
す
る
意
見
が
出
さ
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
改
定
さ
れ
た
の
は
大
正
十

二
年
で
、
浄
土
宗
開
宗

七
百
五
十
年
の
記
念
行
事
の

二
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
大
正
八
年

十
月

三
日
に
開
宗
七
五
〇
年
記
念
大
会
準
備
局
が
知
恩
院
に
開
設
さ
れ

(
6
)

て
い
る
の
で
、
そ
の
頃
か
ら
霊
場
改
定
の
準
備
が
始
ま
り
、
大
正
十
二

年
改
定
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
時
、
宗
祖
開
宗
七
五
〇
年
を
目
前
に
ひ
か
え
て
、
二
十
五
霊
場
の

完
全
な
巡
拝
案
内
記
の
作
成
が
叫
ば
れ
た
様
子

で
、
総
本
山
布
教
師
会

の
問
題
と
な
り
そ
の
作
成
委
員
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
顔

ぶ

れ

は
、
護
法
信
随

・
金
田
戒
定

・
五
島
法
住

・
角

田
俊
徹
等
の
諸
師
で
あ

る
。
巡
拝
記
作
成
に
際
し
て
は
宗
祖

の
御
遺
跡
と
し
て
は
因
縁

の
薄
い

所
や
、
折
角
参
拝
し
て
も
無
人
の
所
な
ど
が
あ

っ
て
不
都
合
で
あ
る
と

の
声
も
お
こ
り
、
特

に
第
十
八
番
の
月
輪
寺
が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら

(7
)

れ
、
他
の
不
適
当
な
所
も
共
に
改
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
作
成
さ
れ
た
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(8
)

案
内
記
は
、
『新
撰
元
祖
大
師
二
十
五
霊
場
巡
拝
案
内
記
』
と
題
さ
れ
、

大
正
十
二
年
十
二
月
に
総
本
山
知
恩
院
開
宗
記
念
伝
道
部
か
ら
発
行
さ

れ
て
い
る
。

三

次
に
昭
和
八
年
の
霊
場
改
定
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
昭
和
七
年
九
月

四
日
付

『浄
土
教
報
』
に
お
い
て
江
藤
激
英
師
は
、
大
正
十
二
年

の
改

定
の
際
改

め
ら
れ
た
霊
場
を
検
討
す
る
と
、
十
九
番
の
法
然
寺
が
法
然

院
に
改
め
ら
れ
た
の
は
同
じ
浄
土
宗
内
の
寺
院
で
あ
る
が
、
そ

の
他
の

十
輪
寺

・
報
恩
講
寺

・
誓
願
寺
は
、
西
山
派
の
遺
跡
で
あ
り
、
四
天
王

寺

・
二
尊
院

・
月
輪
寺
は
天
台
宗

に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に

何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
か
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
江
藤
師
は
、

同
年
九
月
十

三
日
付

(
三
九
五
九
号
)
の

『浄
土
教
報
』
に
お
い
て

「元

祖
廿
五
霊
場
問
題
私
見
(
2
)
』
と
題
し
、
再
び
二
十
五
霊
場
問
題
に
つ
い

て
記
し
て
い
る
。
即
ち
、
二
十
五
霊
場
は
、
そ
の
創
始
者
の
霊
沢
の
意

志
を
尊
重
し
、
今
後
も
そ
れ
を
永
続
す
べ
き
で
、
「
史
的
研
究
の
確

乎

た
る
基
礎
を
有
せ
ぬ
故
に
こ
れ
を
改
定
す
る
必
要
を
認
め
ぬ
。
元
の
ま

ま
を
保
存
し
た
い
。
」
と
し
、
二
十
五
番
以
外
の
宗
祖
遺
跡
は
番

外

と

し
て
受
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最

後

に
、
「
当

面
の
問
題
に
対
す
る
三
私
見
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
選
二
十
五
霊
場
云
々
と
現
に
知
恩
院
教
務
部
発
行
に
か
か
る
も
の
よ
り

「新
選
」
の
二
字
を
除
き
、

(
1
)
元
祖
大
師
二
十
五
霊
場
と
し
て
旧
来
通
り
と
し
新
撰
の
も
の
は
当
該
番
の

番
外
と
す
る
こ
と
。

(2)
元
祖
大
師
廿
五
霊
場
の
二
十
五
霊
場
は
数
を
表
示
す
る
も
の
で
な
く
宗
相

遺
跡
を
表
す
名
称
と
見
て
、
第
三
番

・
第
八
番

・
第
十
七
番

・
第
十
八
.番
・

第
十
九
番

・
第
二
十
番
、
即
ち
新
旧
問
題
の
分
両
者
共
平
等
に
取
扱
ひ
こ
の

六
番
だ
け
は
霊
場
が
ニ
ケ
所
あ
る
こ
と
と
す
る
。

(3)
元
祖
大
師
廿
五
霊
場
は
旧
来
の
二
十
五
ケ
所
を
主
と
し
て
広
く
由
緒
因
縁

地
を
番
外
と
し
て
網
羅
し
付
録
す
る
こ
と
。

こ
の
後
、

二
十
五
霊
場
改
定
の
動
き
が
顕
著

に
な
る
。
浄
土
宗
各
派

か
ら
成
る
浄
宗
会

の
総
会
が
、
昭
和
七
年
十
月
二
日
粟
生
光
明
寺

に
お

い
て
行
わ
れ
、
そ

の
席
上
、

二
十
五
霊
場
問
題
が
誓
願
寺
よ
り
提
案
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
、
二
十
五
霊
場
は
旧
霊
場
の
復
活
を
希
望
し
、
速
や

(9
)

か
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
の
内
容
で
あ

っ
た
。

霊
場
の
改
定
に
関
し
て
は
、
法
然
上
人
二
十

五
霊
場
委
員
会
が
発
足

し
た
が
、
そ
の
委
員
は
、
金
田
戒
定

・
五
島
法
住

・
柴
田
玄
鳳

・
前
田

(
10
)

聴
瑞

・
江
藤
激
英
師
等
で
あ

っ
た
。

こ
の
委
員
会

の
動
向

の
三
つ
と
し

て
、
昭
和
八
年
四
月
二
十
四
日
、
知
恩
院
に
お

い
て
委
員

会

を

開

催

し
、
各
委
員
は
分
担
調
査
の
結
果
を
持
ち
寄
り
総
合
整
理
し
本
山
布
教

(1
1)

師
会

へ
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が

『浄
土
教
報
』
に
報
じ
ら
れ
て

い
る
。
霊
場
問
題
は
早
急
に
結
論
が
出
さ
れ
た
様
子
で
、
同
年
六
月
十

八
日
付

(
三
九
九
三
号
)
『
浄
土
教
報
』

に
は
、

法
然
上
人
二
十
五
霊
場

決
定
の
記
事
が
み
え
る
。
法
然
上
人
の
新
古
霊

場
改
定
の
最
後

の
委
員

法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
改
定
に
つ
い
て

(山

本
)
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法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
改
定
に
つ
い
て

(山

本
)

会
が
六
月
十

三
日
知
恩
院
に
お
い
て
開
か
れ
、
霊
場
が
決
定
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
決
定
さ
れ
た
霊
場
は
、
霊
沢
選
定

の
も
の
と
ほ
ぼ
同

様
で
あ
る
が
、
十

三
番
の
み
、
霊
沢
の
案
内
記

の
場
合
は
竜
松
院
と
し

て
い
る
の
を
今
回
は
東
大
寺
指
図
堂
と
改
め
て
い
る
。

同
年
十

三
月

三
日
に
は
、
改
定
さ
れ
た
霊
場
を
記
し
た

『昭
和
新
編

元
祖
大
師

二
十
五
霊
場
案
内
記
』
が
発
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
凡
例
に

「
本
案
内
記
の
完
成
に
は
総
本
山
布
教
師
会

の
選
出
に
な
る
布
教
師
会

長
高
山
龍
善
、
委
員
金
田
戒
定
、
五
島
法
住
、
柴
田

玄

鳳
、
前

田

聴

瑞
、

江
藤
澱
英
の
諸
師
、
並
び
に
総
本
山
執
事
長
加
藤
鏡
心
、
執
事
久

松
鑛
瑞
、

大
河
内
貫
静
、
寺
西
聴
学
の
諸
師
が
専
ら
努
力
せ
ら
れ
、
総

本
山
教
務
部
録
事
静
永
康
道
師
は
終
始
そ
の
庶
務
を
鞍
掌
せ
ら
れ
た
。

本
案
内
記

の
調
査
研
究
は
各
委
員

の
分
担
に
成
る
が
、
編
纂
執
筆
は
主

と
し
て
江
藤
激
英
師
の
労
に
待

っ
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
委
員

の

内
、

金
田

・
五
島
両
師
は
大
正
年
間

の
霊
場
改
定
に
も
関

っ
て
お
り
、

二
度

の
改
定
に
…携
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
も
か
く
昭
和
年
間
の

霊
場
改
定

に
関
し
て
は
、
江
藤
師
が
編
纂
執
筆
を
担
当
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、

江
藤
師
に
代
表
さ
れ
る
意
見
が
主
流
を
な
し
た

よ

う

で
あ

る
。

四

以
上
か
ら
大
正
年
間
の
霊
場
改
定
は
、
宗
史
上
確
実
な
遺
跡
を
選
定

す
る
趣
旨

で
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
年
間
の
改
定
の
際
に

は
、
大
正
年
間
の
改
定
が
西
山
派
や
他
宗
の
遺
跡
を
除
外
し
た
も

の
で

適
切
で
な
い
選
定
で
あ
る
と
し
、
む
し
ろ
霊
沢
選
定

の
霊
場
を
尊
重
し

そ
れ
を
永
続
す
べ
き
と
の
判
断
を
下
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
霊
沢
選
定

の
霊
場
は
、
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
八
年
の
期
間
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
変

更
さ
れ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
報
告
は
、
『宗
粋
雑
誌
』
『
浄
土
教
報
』
等
限

定
さ
れ
た
資
料

に
よ

っ
て
論
を
展
開
し
て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
改
定
時
の
直
接
資
料
か

ら
の
記
述
を
課
題
と
し
た
い
。

1

『藤
堂
恭
俊
博
士
古
稀
記
念
浄
土
宗
典
籍
研
究
』
研
究
篇
参
照
。

2
 
五
巻
九
号
、
「
二
十
五
霊
場
の
改
正
」
。

3
 
七
三
四
号
、
「再
ひ
宗
祖
遺
跡
に
就
て
」
。

4
 
九
二
一
号
、
「廿
五
霊
場
の
巡
拝
に
就
て
」
。

5

『浄
土
教
報
』
明
治
四
十
三
年
十

一
月
二
十
八
日
、
九
三
二
号
。

6

『知
恩
院
史
』
。

7

『浄
土
教
報
』
昭
和
七
年
九
月
四
日
、
江
…藤
激
英

「元
祖
十
五
霊
場
問

題
に
つ
い
て
」
。

8
 
再
版
は
昭
和
二
年
に
、
三
版
は
昭
和
三
年
に
総
本
山
知
恩
院
教
務
部
か

ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

9

『浄
土
教
報
』
昭
和
七
年
十
一
月
二
十
日
、

一
九
六
八
号
。

10

『昭
和
新
編
元
祖
大
師
二
十
五
霊
場
案
内
記
』
凡
例
。

11

昭
和
八
年
四
月
二
十
三
日
、
一
九
八
五
号
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

霊
沢
、
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
、
二
十
五
霊
場
の
改
定

(仏
教
大
学
図
書
館
員
)
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